
Page 旧 新 備考

1 改正　令和8年4月1日 追加

3 ※モニター及び監査実施者の履歴書(初回SDVまでに提出) 削除

3 ⑥医療情報部の担当者は、VPN及び中間サーバ等のユーザー設定をし、実施

予定日の2日前までに臨床研究推進センターへ必要事項を追記したR-SDV利
用アカウント通知書及びR-SDV接続サービス利用申請書を電子メールにて
送付する。

⑥医療情報部の担当者は、VPN及び中間サーバ等のユーザー設定をし、実施

予定日の2日前までに臨床研究推進センターへ必要事項を追記したR-SDV接
続サービス利用アカウント通知書を電子メールにて送付する。

変更

3 ⑦CRCは、実施予定日の前日までにモニター等へR-SDV接続サービス利用

申請書、リモートSDV受け入れ確認書（R-SDV神大様式3）及びR-SDV利用
アカウント通知書にパスワード設定し、送付タイミングを分けて電子メール
にて送付する。

⑦CRCは、実施予定日の前日までにモニター等へR-SDV接続サービス利用

申請書、リモートSDV受け入れ確認書（R-SDV神大様式3）及びR-SDV接続
サービス利用アカウント通知書にパスワード設定し、送付タイミングを分け
て電子メールにて送付する。

変更

4 附 則
この手順書は、令和3年4月1日から施行する。

追加

4 附 則
この手順書は、令和8年4月1日から施行する。
前項の規定にかかわらず、6.2項に定める運用に係る規定については、令和7
年8月1日から適用する。

追加
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